
利用者負担額（保育料）算定方法について

　保育料の月額は、市区町村民税の額により算定されます。

　保育料がいくらになるのか確認されたい場合、以下の書類でご確認ください。

　なお、保育料は原則保護者の市区町村民税額の合算（両親もしくはひとり親世帯の場合、父もしくは母のみ）で算定いたします。

１．【課税証明書をお持ちの場合】

　

２．【給与所得等に係る市民税・県民税・特別徴収税額の決定・変更通知書（納税義務者用）】をお持ちの場合

　※世帯の状況によっては、同居の祖父母の市区町村民税額も合算される場合があります。

手順１ 市民税の所得割と税額控除を合算します。

保護者の市区町村民税所得割の額の合計と税額控除（住宅借入金控除等）がある場合はその額を合計します。

（合算額により階層を判定いたします）

手順２「令和○年度 佐世保市利用者負担金（保育料）」をご準備いただき、合計金額と階層区分を確認します。

あてはまる階層が保育料（利用者負担額）となります。

摘要欄

※税額控除は「摘要欄」に記載されます。

住宅取得等特別控除額 所得割 均等割

58,500 90,300 3,000

                                                      市民税　　　　　　　　　　　　　(円)

「給与所得等に係る市民税・県民税・特別徴収税額の決定・変更通知書（納税義務者用）」の場合は、「所得割額⑥」及び「均等割額⑦」をご確

認いただき、課税証明書をお持ちの場合と同じ手順（上記手順１～２）でご確認ください。

※税額控除には調整控除も含まれている為、住宅借入金等控除、ふるさと納税等のみ合算の対象となります。税額控除は「摘要欄」に記載され

ます。

摘要欄

※例

①所得割の合計額が０円の場合

・市民税の均等割が3,500円の場合 ⇒市民税所得割非課税世帯（Ｂ階層）

・市民税の均等割も0円の場合 ⇒市民税均等割非課税世帯（Ｂ１階層）

②所得割の合計額が211,200円の場合 ⇒Ｄ３階層


